
労働者派遣事業におけるマージン率の公開(2025年度) 

労働者派遣法に基づくマージン率等の情報提供について

「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」の第２３条第５項に基づき、下記の情報を提供します。

（対象期間：２０２5年4 月～２０２6年3月　派13-314563）

1.派遣労働者の数（人） 2

2.派遣先の数（件） 1

3.マージン率 44.00%

教育訓練計画

　別表のとおり

キャリアコンサルティング相談窓口の連絡先

張　弩

5.労働者派遣に関する料金額の平均額（日額） 37,428円

6.派遣労働者の賃金額の平均額（日額） 34,000円

7.派遣労働者の待遇決定方式 労使協定方式

8.協定労働者の範囲 派遣先でソフトウェア開発の業務に従事する従業員

9.協定書の有効期間の終期 2026年3月31日

注）マージンに含まれている費用

・会社が負担する社会保険料（厚生年金保険料、健康保険料）

・会社が負担する雇用保険料、労災保険料

・有給休暇に関する負担分

・教育訓練費、福利厚生費

・出張旅費

・営業利益

別表＜教育訓練計画＞

※賃金などの処遇や技術レベルが上がるなどのキャリアアップに資する内容

訓練種別 対象となる派遣労働者 訓練方法 訓練費用 賃金支給

プログラム基礎 雇入時 対面 無償 有給

プログラム進階 雇入時・派遣中 オンライン 無償 有給

AWS資格取得講座 派遣中 対面 無償 有給

プロジェクトマネジメント養成 派遣中 オンライン 無償 有給

データベース性能改善手法講座 派遣中 対面 無償 有給

4.派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する

事項


